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論壇
1
�
は
じ
め
に

総
務
省
が
発
表
し
た
最
新

（
平
成
25
年
11
月
1
日
現
在
）

の
推
計
人
口
に
よ
る
と
、
我
が

国
の
総
人
口
は
1
億
2
7
0
8

万
人
で
、
そ
の
う
ち
65
歳
以
上

の
人
口
は
3
2
6
5
万
人
、
総

人
口
に
占
め
る
割
合
は
25
・
6

％
と
4
人
に
1
人
が
65
歳
以
上

人
口
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
超
高
齢
化
社
会
に
あ
る
我

が
国
に
お
い
て
、
近
年
、
い
ま

ま
で
に
は
想
定
し
え
な
か
っ
た

高
齢
者
に
ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま

な
税
務
上
の
問
題
が
発
生
し
て

い
る
。
平
成
25
年
の
税
制
改
正

に
よ
る
小
規
模
宅
地
等
の
特
例

に
お
け
る
「
老
人
ホ
ー
ム
に
入

居
し
て
い
る
場
合
」
や
「
二
世

帯
住
宅
」
の
適
用
関
係
の
見
直

し
な
ど
も
そ
の
一
例
で
あ
ろ

う
。本

稿
は
こ
の
よ
う
な
諸
問
題

の
中
か
ら
、「
夫
婦
間
に
お
け

る
老
人
ホ
ー
ム
の
入
居
一
時
金

の
負
担
と
贈
与
税
の
課
税
」
に

つ
い
て
取
り
上
げ
て
み
た
。

2
�
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
入
居
一
時
金

有
料
老
人
ホ
ー
ム
は
、
通

常
、
入
居
時
に
ま
と
ま
っ
た
金

額
の
入
居
一
時
金
を
預
か
り
、

入
居
者
に
終
身
に
わ
た
っ
て
施

設
に
居
住
し
、
必
要
な
介
護
サ

ー
ビ
ス
を
受
け
、
施
設
を
利
用

で
き
る
権
利
を
与
え
る
。
入
居

者
本
人
は
入
居
一
時
金
を
支
払

う
こ
と
に
よ
り
有
料
老
人
ホ
ー

ム
の
終
身
利
用
権
を
取
得
す

る
。し

か
し
、
こ
の
入
居
一
時
金

を
本
人
以
外
の
者
が
負
担
し
た

場
合
に
は
、
贈
与
税
の
問
題
が

発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
た

だ
し
、
こ
れ
が
扶
養
義
務
者
相

互
間
で
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、

相
続
税
法
第
21
条
の
3
（
贈
与

税
の
非
課
税
財
産
）
第
1
項
第

2
号
の
「
扶
養
義
務
者
相
互
間

に
お
い
て
生
活
費
に
充
て
る
た

め
に
し
た
贈
与
に
よ
り
取
得
し

た
財
産
の
う
ち
通
常
必
要
と
認

め
ら
れ
る
も
の
」
に
該
当
し
非

課
税
と
な
る
。
こ
の
入
居
一
時

金
と
贈
与
税
の
問
題
に
つ
い
て

扶
養
義
務
者
相
互
間
で
あ
る
夫

婦
間
で
行
わ
れ
た
ケ
ー
ス
に
つ

い
て
、
異
な
っ
た
結
論
と
な
っ

て
い
る
裁
決
事
例
を
比
較
し
て

み
る
。

3
�
贈
与
税
の
非
課
税
財
産
と
し
た
事
例

こ
の
事
例
は
、
被
相
続
人
が

配
偶
者
の
た
め
に
負
担
し
た
入

居
一
時
金
は
、
入
居
契
約
時
に

被
相
続
人
か
ら
配
偶
者
に
贈
与

が
あ
っ
た
と
認
め
つ
つ
も
、
扶

養
義
務
者
相
互
間
に
お
い
て
生

活
費
に
充
て
る
た
め
に
し
た
贈

与
で
あ
る
た
め
非
課
税
財
産
で

あ
る
と
し
た
事
例
で
あ
る
。

▼
裁
決
事
例
集

№
81
（
平
成

22
年
11
月
19
日
採
決
）：

国

税
不
服
審
判
所

（
贈
与
税
の
非
課
税
財
産
）

被
相
続
人
が
配
偶
者
の
た
め
に

負
担
し
た
介
護
付
有
料
老
人
ホ

ー
ム
の
入
居
金
は
、
相
続
税
法

第
21
条
の
3
第
1
項
第
2
号
に

規
定
す
る
「
扶
養
義
務
者
相
互

間
に
お
い
て
生
活
費
に
充
て
る

た
め
に
し
た
贈
与
に
よ
り
取
得

し
た
財
産
の
う
ち
通
常
必
要
と

認
め
ら
れ
る
も
の
」
に
該
当
す

る
か
ら
、
当
該
入
居
金
は
相
続

開
始
前
3
年
以
内
の
贈
与
と
し

て
相
続
税
の
課
税
価
格
に
加
算

す
る
必
要
は
な
い
と
し
た
事
例

〈
裁
決
の
要
旨
〉

原
処
分
庁
は
、
本
件
被
相
続

人
の
配
偶
者
（
本
件
配
偶
者
）

が
介
護
付
有
料
老
人
ホ
ー
ム

（
本
件
老
人
ホ
ー
ム
）
へ
入
居

す
る
際
の
入
居
金
（
本
件
入
居

金
）
を
本
件
被
相
続
人
が
支
払

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
本
件
入

居
金
の
う
ち
定
額
償
却
部
分
に

つ
い
て
は
、
生
活
保
持
義
務
の

履
行
の
た
め
の
前
払
金
的
性
格

を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
件

配
偶
者
は
そ
の
履
行
に
係
る
役

務
提
供
を
受
け
て
い
な
い
部
分

に
つ
い
て
返
還
義
務
が
あ
る
か

ら
、
本
件
被
相
続
人
は
本
件
配

偶
者
に
対
し
て
金
銭
債
権
を
有

し
て
い
る
旨
主
張
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
件
配
偶

者
は
、
本
件
被
相
続
人
が
本
件

入
居
金
を
支
払
っ
た
こ
と
に
よ

り
、
本
件
老
人
ホ
ー
ム
に
入
居

し
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
と

こ
ろ
、
本
件
配
偶
者
に
は
本
件

入
居
金
9
4
5
万
円
を
一
時
に

支
払
う
に
足
る
資
産
が
な
い
こ

と
等
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
本
件

入
居
金
は
、
本
件
被
相
続
人
が

こ
れ
を
支
払
い
、
本
件
配
偶
者

に
返
済
を
求
め
る
こ
と
は
し
な

い
と
い
う
の
が
、
本
件
被
相
続

人
及
び
本
件
配
偶
者
間
の
合
理

的
意
思
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

か
ら
、
本
件
入
居
金
支
払
時

に
、
両
者
間
で
、
本
件
入
居
金

相
当
額
の
金
銭
の
贈
与
が
あ
っ

た
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ

る
。
加
え
て
、
本
件
配
偶
者
は

高
齢
か
つ
要
介
護
状
態
に
あ
り

被
相
続
人
に
よ
る
自
宅
で
の
介

護
が
困
難
に
な
り
、
介
護
施
設

に
入
居
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
本

件
老
人
ホ
ー
ム
に
入
居
し
た
こ

と
、
本
件
入
居
金
を
一
時
に
支

払
う
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
、
本

件
配
偶
者
に
は
本
件
入
居
金
を

一
時
に
支
払
う
金
銭
を
有
し
て

い
な
か
っ
た
た
め
本
件
被
相
続

人
が
代
わ
り
に
支
払
っ
た
こ

と
、
本
件
被
相
続
人
に
と
っ
て

本
件
入
居
金
を
負
担
し
て
本
件

老
人
ホ
ー
ム
に
本
件
配
偶
者
を

入
居
さ
せ
た
こ
と
は
、
自
宅
に

お
け
る
介
護
を
伴
う
生
活
費
の

負
担
に
代
え
る
も
の
と
し
て
相

当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と

及
び
本
件
老
人
ホ
ー
ム
は
本
件

配
偶
者
の
介
護
生
活
を
行
う
た

め
の
必
要
最
小
限
度
の
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
か
ら
す
れ
ば
、
本
件
入
居
金

相
当
額
の
金
銭
の
贈
与
は
、
本

件
に
お
い
て
は
、
介
護
を
必
要

と
す
る
本
件
配
偶
者
の
生
活
費

に
充
て
る
た
め
に
通
常
必
要
と

認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
解

す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
入
居
金

相
当
額
の
金
銭
は
、
相
続
税
法

第
21
条
の
3
第
1
項
第
2
号
に

規
定
す
る
贈
与
税
の
非
課
税
財

産
に
当
た
る
か
ら
、
そ
の
贈
与

が
本
件
相
続
の
開
始
前
3
年
以

内
に
行
わ
れ
て
い
る
と
し
て

も
、
同
法
第
19
条
（
相
続
開
始

前
3
年
以
内
に
贈
与
が
あ
っ
た

場
合
の
相
続
税
額
）
の
規
定
が

適
用
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。

4
�
贈
与
税
の
非
課
税
財
産
で
な
い
と
し
た
事
例

こ
れ
に
対
し
、
次
の
事
例

は
、
被
相
続
人
が
配
偶
者
の
た

め
に
負
担
し
た
入
居
一
時
金

は
、
入
居
契
約
時
に
被
相
続
人

か
ら
配
偶
者
に
贈
与
が
あ
り
、

非
課
税
財
産
に
該
当
し
な
い
と

判
断
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

▼
裁
決
事
例
集

№
83
（
平
成

23
年
6
月
10
日
採
決
）：

国

税
不
服
審
判
所

（
贈
与
税
の
非
課
税
財
産
）

被
相
続
人
が
配
偶
者
の
た
め
に

負
担
し
た
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の

入
居
金
は
、
贈
与
税
の
非
課
税

財
産
に
該
当
し
な
い
か
ら
、
当

該
入
居
金
は
相
続
開
始
前
3
年

以
内
の
贈
与
と
し
て
相
続
税
の

課
税
価
格
に
加
算
す
る
必
要
が

あ
る
と
し
た
事
例

〈
裁
決
の
要
旨
〉

請
求
人
は
、
請
求
人
及
び
本

件
被
相
続
人
が
本
件
相
続
開
始

の
約
2
か
月
半
前
に
入
居
し
た

老
人
ホ
ー
ム（
本
件
老
人
ホ
ー

ム
）の
入
居
金（
本
件
入
居
金
）

を
本
件
被
相
続
人
が
支
払
っ
た

こ
と
に
つ
い
て
、
本
件
入
居
金

の
性
質
は
終
身
利
用
権
の
対
価

で
あ
り
、
請
求
人
は
本
件
被
相

続
人
か
ら
終
身
利
用
権
を
死
因

贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
こ
と
に

な
る
と
こ
ろ
、
終
身
利
用
権
は

一
身
専
属
権
で
あ
っ
て
贈
与
税

の
対
象
と
は
な
ら
な
い
か
ら
、

相
続
開
始
前
3
年
以
内
の
贈
与

と
し
て
本
件
相
続
税
の
課
税
価

格
に
加
算
さ
れ
な
い
旨
主
張
す

る
。し

か
し
な
が
ら
、
本
件
被
相

続
人
は
、
自
ら
に
支
払
義
務
の

な
い
請
求
人
に
係
る
入
居
金
の

う
ち
の
一
部
に
相
当
す
る
金
額

を
支
払
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ

れ
に
よ
っ
て
請
求
人
は
、
入
居

金
全
額
の
支
払
に
よ
っ
て
初
め

て
取
得
す
る
こ
と
の
で
き
る
施

設
利
用
権
を
、
低
廉
な
支
出
に

よ
っ
て
取
得
し
た
も
の
と
認
め

ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
請

求
人
は
著
し
く
低
い
対
価
で
本

件
老
人
ホ
ー
ム
の
施
設
利
用
権

に
相
当
す
る
経
済
的
利
益
を
享

受
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で

き
、
本
件
被
相
続
人
と
請
求
人

と
の
間
に
実
質
的
に
利
益
の
移

転
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
か
ら
、
相
続
税
法
第
9
条

（
贈
与
又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得

し
た
も
の
と
み
な
す
場
合
―
そ

の
他
の
利
益
の
享
受
）
に
よ

り
、
請
求
人
は
、
そ
の
利
益
を

受
け
た
時
に
お
け
る
当
該
利
益

の
価
額
に
相
当
す
る
金
額
を
本

件
被
相
続
人
か
ら
贈
与
に
よ
り

取
得
し
た
も
の
と
み
な
す
の
が

相
当
で
あ
る
。
ま
た
、
本
件
入

居
金
は
極
め
て
高
額
（
1
億
3

3
7
0
万
円
）
で
あ
り
、
請
求

人
に
係
る
居
室
面
積
も
広
く
、

本
件
老
人
ホ
ー
ム
の
施
設
の
状

況
等
を
か
ん
が
み
れ
ば
、
本
件

老
人
ホ
ー
ム
の
施
設
利
用
権
の

取
得
の
た
め
の
金
員
は
、
社
会

通
念
上
、
日
常
生
活
に
必
要
な

住
の
費
用
で
あ
る
と
は
認
め
ら

れ
な
い
か
ら
、
相
続
税
法
第
21

条
の
3
第
1
項
第
2
号
の
規
定

す
る
「
生
活
費
」
に
は
該
当
せ

ず
、
贈
与
税
の
非
課
税
財
産
に

該
当
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
も
の
と

み
な
さ
れ
た
金
額
は
、
相
続
開

始
前
3
年
以
内
の
贈
与
と
し
て

本
件
相
続
税
の
課
税
価
格
に
加

算
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

5
�
通
常
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
要
件

上
記
3
�
は
介
護
付
き
有
料

老
人
ホ
ー
ム
で
配
偶
者
は
要
介

護
状
態
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

4
�
は
住
宅
型
有
料
老
人
ホ
ー

ム
で
あ
り
、
配
偶
者
は
要
介
護

状
態
に
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、

施
設
の
概
要
も
、
上
記
3
�
は

必
要
最
小
限
の
も
の
だ
け
で
あ

っ
た
の
に
対
し
、
4
�
は
フ
ィ

ッ
ト
ネ
ス
ル
ー
ム
や
プ
ー
ル
ま

で
完
備
し
て
い
た
。
上
記
2
つ

の
裁
決
事
例
か
ら
判
断
す
る

と
、
入
居
一
時
金
が
、
相
続
税

法
第
21
条
の
3
第
1
項
第
2
号

に
規
定
す
る
「
扶
養
義
務
者
相

互
間
に
お
い
て
生
活
費
に
充
て

る
た
め
に
し
た
贈
与
に
よ
り
取

得
し
た
財
産
の
う
ち
通
常
必
要

と
認
め
ら
れ
る
も
の
」
に
該
当

す
る
た
め
に
は
、
被
相
続
人
に

と
っ
て
入
居
金
を
負
担
し
て
老

人
ホ
ー
ム
に
配
偶
者
を
入
居
さ

せ
る
こ
と
が
扶
養
義
務
を
果
た

す
上
で
社
会
通
念
上
必
然
的
な

支
出
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

具
体
的
に
は
上
記
3
�
の
事

例
の
要
旨
か
ら
、
次
の
5
つ
の

要
件
が
参
考
に
な
る
。

①
配
偶
者
は
高
齢
か
つ
要

介
護
状
態
に
あ
り
、
自

宅
で
の
介
護
が
困
難
に

な
り
、
介
護
施
設
に
入

居
す
る
必
要
に
迫
ら
れ

老
人
ホ
ー
ム
に
入
居
し

た
こ
と

②
入
居
一
時
金
を
支
払
う

必
要
が
あ
る
こ
と

③
配
偶
者
は
入
居
一
時
金

を
支
払
う
金
銭
を
有
し

て
い
な
い
こ
と

④
入
居
一
時
金
を
負
担
し

て
老
人
ホ
ー
ム
に
配
偶

者
を
入
居
さ
せ
る
こ
と

は
、
自
宅
に
お
け
る
介

護
を
伴
う
生
活
費
の
負

担
に
代
え
る
も
の
と
し

て
相
当
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
こ
と

⑤
老
人
ホ
ー
ム
は
配
偶
者

の
介
護
生
活
を
行
う
た

め
の
必
要
最
小
限
度
の

も
の
で
あ
る
こ
と

上
記
事
例
は
、
い
ず
れ
も
相

続
開
始
前
3
年
以
内
の
贈
与
と

し
て
相
続
税
の
課
税
価
格
に
加

算
す
る
か
否
か
の
事
例
で
あ
っ

た
が
、
単
純
に
贈
与
と
認
定
さ

れ
た
場
合
に
は
、
よ
り
影
響
が

大
き
い
こ
と
か
ら
、
扶
養
義
務

者
相
互
間
に
お
け
る
過
重
な
費

用
負
担
に
は
細
心
の
注
意
が
必

要
で
あ
る
。

夫
婦
間
に
お
け
る
老
人
ホ
ー
ム
入
居

一
時
金
の
負
担
と
贈
与
税
の
課
税

齋藤和助
【神田】
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